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●
議
会
議
員
及
び
長
の
選
挙
に

お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担

に
関
す
る
条
例
改
正
…
可
決

〔
改
正
内
容
〕
公
職
選
挙
法
・

同
施
行
令
の
改
正
を
踏
ま
え
、

次
の
３
点
を
改
正
す
る
も
の
。

①
市
議
会
議
員
選
挙
の
選
挙
運

動
用
ビ
ラ
作
成
費
用
を
公
費
負

担
の
対
象
と
す
る
②
公
費
負
担

の
上
限
額
改
正
③
「
市
長
の
選

挙
に
お
け
る
ビ
ラ
の
作
成
の
公

費
負
担
に
関
す
る
条
例
」
を
廃

止
し
、
当
条
例
に
一
本
化
す
る

結
城
議
員
…
有
権
者
が
候
補
者

の
政
策
な
ど
を
知
る
機
会
が
増

え
る
こ
と
は
、
適
正
な
判
断
を

行
い
投
票
行
動
に
生
か
せ
る
な

ど
、
参
政
権
の
行
使
に
と
っ
て

重
要
な
こ
と
。
公
費
負
担
の
選

挙
運
動
費
の
限
度
額
も
引
き
上

げ
ら
れ
る
が
、
市
民
の
税
金
か

ら
出
て
い
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ

条
例
制
定
・
改
正

度
。
制
度
の
利
用
促
進
に
関
す

る
施
策
の
基
本
的
な
計
画
を
進

め
、推
進
し
て
ほ
し
い
。
賛
成
。

●
医
療
福
祉
費
支
給
に
関
す
る

条
例
改
正
…
可
決

〔
改
正
内
容
〕
医
療
福
祉
費
支

給
制
度
に
つ
い
て
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受

け
た
者
で
、
障
が
い
の
程
度
が

１
級
に
該
当
す
る
者
を
医
療
福

祉
費
の
支
給
対
象
と
す
る
も
の
。

池
田
議
員
…
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
１
級
の
方
が
、
医
療

福
祉
費
支
給
対
象
に
。
２
級
ま

で
対
象
拡
大
を
願
う
。
市
も
要

望
を
出
し
た
い
と
回
答
。賛
成
。

補　
正　
予　
算

●
一
般
会
計
補
正
予
算
…
可
決

飯
島
議
員
…
農
地
集
積
や
空
き

店
舗
活
用
が
進
み
、
関
係
経
費

が
追
加
計
上
。
と
り
で
・
ス

ク
ー
ル
・
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
委
託
費
は
若
者
の
可
能
性

を
高
め
発
揮
す
る
事
業
で
喜

ば
し
い
。
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー

設
置
事
業
で
は
、
市
の
文
化
芸

術
が
深
め
ら
れ
、
ブ
ラ
ン
ド
イ

メ
ー
ジ
向
上
と
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ

イ
ド
醸
成
に
つ
な
が
る
こ
と
を

期
待
。
賛
成
。

遠
山
議
員
…
教
育
補
助
員
賃
金

の
増
額
補
正
を
計
上
。
学
校
現

場
の
声
を
受
け
止
め
速
や
か
な

対
応
を
さ
れ
た
こ
と
を
評
価
。

特
別
教
室
の
空
調
設
備
設
置
工

事
に
向
け
た
実
施
設
計
業
務
委

託
料
は
、
地
元
業
者
へ
の
分
離

分
割
発
注
で
進
め
る
と
し
た
方

針
も
確
認
。
賛
成
。

落
合
議
員
…
小
学
校
特
別
教
室

て
使
う
こ
と
を
訴
え
、
賛
成
。

●
成※

年
後
見
制
度
利
用
促
進
審

議
会
条
例
…
可
決

〔
条
例
内
容
〕
成
年
後
見
制
度

の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
基
本

的
な
事
項
の
調
査
審
議
等
を
行

う
機
関
と
し
て
、
当
該
審
議
会

を
設
置
す
る
も
の
。
成
年
後
見

制
度
の
利
用
促
進
に
つ
い
て
の

審
議
会
の
設
置
は
、
茨
城
県
内

で
は
取
手
市
が
初
と
な
る
。

〔
審
議
会
の
主
な
事
務
〕
①
成

年
後
見
制
度
の
利
用
促
進
②
成

年
後
見
等
実
施
機
関
の
設
立
支

援
③
成
年
後
見
制
度
の
利
用
促

進
関
係
施
策
の
基
本
的
計
画
の

作
成

齋
藤
議
員
…
市
は
成
年
後
見
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、

適
切
な
対
応
に
努
め
て
い
る
。

審
議
会
が
設
置
さ
れ
、
制
度
の

利
用
促
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
を

期
待
。
賛
成
。

池
田
議
員
…
成
年
後
見
制
度
は

対
象
者
の
財
産
管
理
や
日
常
生

活
を
支
え
る
た
め
に
必
要
な
制

平成 30 年第４回定例会で審議さ
れ、討論が行われた議案の結果、討
論の概要をお伝えします。
議案には、主に予算案・条例改正案・
人事案件等、市長が提出するものの
ほか、議員が提出するもの（条例改
正案・意見書案・決議案等）があり
ます。
多くの条例改正案は市長提出による
ものですが、今回は議員からも条例
改正案が提出され、審議されました。

議  案

討  論
と 反対

賛成

市
長
提
出
議
案

等
の
空
調
工
事
実
施
設
計
業
務

委
託
料
が
計
上
。
猛
暑
か
ら
児

童
の
安
全
・
健
康
を
守
る
速
や

か
な
対
応
を
高
く
評
価
。
駅
ビ

ル
内
の
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
設

計
費
や
と
り
で
・
ス
ク
ー
ル
・

ア
ー
ト
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
委
託

料
が
計
上
。ア
ー
ト
の
町
取
手
、

学
生
の
町
取
手
と
し
て
、
さ
ら

な
る
発
展
を
期
待
。
賛
成
。

池
田
議
員
…
チ
ャ
レ
ン
ジ
デ
ー

事
業
実
施
業
務
委
託
料
を
計

上
。
健
康
の
裾
野
を
広
げ
る
た

め
大
事
な
事
業
。
ア
ー
ト
ギ
ャ

ラ
リ
ー
設
置
経
費
が
計
上
。

ボ
ッ
ク
ス
ヒ
ル
取
手
に
ア
ー
ト

の
拠
点
と
し
て
市
の
ア
ー
ト

ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
入
る
こ
と
は
非

常
に
喜
ば
し
い
。
賛
成
。

現在の市民ギャラリー「きらり」での展示の様子

取
手
駅
西
口
の
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ

キ
か
ら
。
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
、
写
真

左
手
の
宇
田
川
ビ
ル
か
ら
、右
手
の
ボ
ッ

ク
ス
ヒ
ル
内
へ
と
移
転
し
ま
す
。

※
成
年
後
見
制
度
…
判
断
能
力

が
不
十
分
な
た
め
、
契
約
等
の

法
律
行
為
を
行
え
な
い
人
を
代

理
し
て
、
必
要
な
契
約
等
の
締

結
や
財
産
管
理
な
ど
、
本
人
の

保
護
を
図
る
制
度
。

議
員
提
出
議
案

決　
　
　
議

●
市
長
及
び
職
員
と
補
助
金
交

付
団
体
役
員
と
の
不
適
切
な
交

際
を
解
明
す
る
調
査
に
関
す
る

決
議
案
…
否
決

〔
提
出
者
〕
細
谷
議
員
他
１
人

〔
決
議
概
要
〕
平
成
28
年
６
月

２
日
～
３
日
の
大
阪
と
京
都
方

面
へ
の
市
長
と
職
員
に
よ
る
研

修
等
参
加
に
お
け
る
出
張
に
関

す
る
事
項
、
創
業
支
援
事
業
に

関
す
る
事
項
を
、
百
条
調
査
特

別
委
員
会
（
以
下
、
百
条
委
）

を
設
置
し
て
調
査
す
る
。

赤あ
か

羽ば

議
員
…
議
員
全
員
協
議
会

（
以
下
、
全
協
）
や
委
員
会
で

十
分
審
議
は
尽
く
さ
れ
た
。
職

員
・
市
長
と
利
害
関
係
者
が
酒

席
を
共
に
す
る
の
は
不
適
切
で
、

自
分
た
ち
で
も
認
め
て
い
る
。

百
条
委
で
市
政
を
混
乱
さ
せ
る

必
要
は
な
い
。
反
対
。

関
戸
議
員
…
全
協
で
も
聞
い
た

が
、
副
市
長
は
「
と
り
で
起
業

家
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
事

（
以
下
、
団
体
理
事
）
に
聞
い

た
。
領
収
書
が
な
い
」
と
い
う

答
弁
の
み
。
こ
れ
が
不
適
切
な

だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
重
大
な

問
題
に
な
る
の
か
ど
う
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
き
な
意

味
が
あ
る
。
百
条
委
は
調
査
対

象
の
関
係
者
へ
聞
き
取
り
が
で

き
、何
と
し
て
も
必
要
。
賛
成
。

細
谷
議
員
…
京
都
・
祇
園
の
お

茶
屋
で
の
宴
会
で
、
事
前
に
１

万
５
千
円
と
料
金
を
決
め
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
大
変
違

和
感
が
あ
る
。
幾
ら
か
か
っ
た

か
を
証
明
で
き
る
の
は
団
体
理

事
た
だ
一
人
。
仰
々
し
く
な
る

が
百
条
委
で
な
け
れ
ば
真
相
に

た
ど
り
着
け
な
い
。
賛
成
。

百
条
調
査
権
…
地
方
議
会
が
当

該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務

に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
選
挙

人
そ
の
他
の
関
係
人
の
出
頭
及

び
証
言
並
び
に
記
録
の
提
出
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
地

方
自
治
法
第
１
０
０
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
権
限
の
こ
と
。
正

当
な
理
由
が
な
く
こ
れ
ら
の
請

求
を
拒
否
し
た
り
、
虚
偽
の
陳

述
を
す
る
と
罪
に
問
わ
れ
る
な

ど
、
強
力
な
調
査
権
で
あ
る
た

め
「
伝
家
の
宝
刀
」
と
呼
ば
れ

る
こ
と
も
あ
る
。


